
●
第
１
回

日 

時　

10
月
18
日

、
受
付　

午
後
１

時
〜
１
時
30
分
、
相
談
会　

午
後
１

時
30
分
〜
３
時
30
分

場
所　

川
越
児
童
相
談
所　

会
議
室

　

（
川
越
市
宮
元
町
33

１
）

●
第
２
回

日 

時　

10
月
26
日

、
受
付　

午
後
１

時
〜
１
時
30
分
、
相
談
会　

午
後
１

時
30
分
〜
３
時
30
分

場
所　

川
越
児
童
相
談
所　

会
議
室

　

（
川
越
市
宮
元
町
33

１
）

内
容

　

１

里
親
か
ら
養
育
体
験
を
聞
く

　

 

２

里
親
制
度
の
説
明
等
を
予
定
し

て
い
ま
す
（
無
料
）

問
い
合
わ
せ

　

こ
ど
も
家
庭
課
（
内
線
164
）

　

埼
玉
県
川
越
児
童
相
談
所

　

223

４
１
５
２

里
親
の
種
類
は
？

　

里
親
の
種
類
に
は
、
次
の
よ
う
な
里

親
が
あ
り
ま
す
。

１ 

長
期
間
ま
た
は
養
子
縁
組
を
前
提

と
し
て
、
子
ど
も
を
養
育
す
る
養
育

里
親

２ 

１
年
以
内
の
期
間
を
定
め
て
、
子

ど
も
を
養
育
す
る
短
期
里
親

３ 

虐
待
等
を
受
け
て
心
に
傷
を
負
っ

た
子
ど
も
を
２
年
以
内
の
期
間
を
決

め
て
養
育
す
る
専
門
里
親

４ 

両
親
等
の
死
亡
、
行
方
不
明
、
拘

禁
等
の
理
由
で
保
護
の
必
要
が
あ
る

三
親
等
内
の
子
ど
も
を
養
育
す
る
親

族
里
親

養
育
中
の
支
援
は
？

　

生
活
環
境
も
習
慣
も
全
く
違
う
大
人

と
子
ど
も
が
、
新
し
い
家
族
と
な
り
、

新
し
い
家
庭
を
築
い
て
い
く
楽
し
み
は

つ
き
な
い
も
の
で
す
が
、
子
育
て
の
悩

み
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。

　

児
童
相
談
所
で
は
、
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ

ー
が
里
親
と
十
分
な
連
携
を
と
り
子
育

て
に
つ
い
て
の
相
談
や
助
言
を
し
て
い

ま
す
。
子
ど
も
を
お
願
い
し
た
直
後
に

は
、
里
親
交
流
会
と
し
て
月
１
回
の
研

修
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

養
育
費
と
し
て
、
里
親
手
当
、
生
活

費
、
学
校
教
育
費
、
お
子
さ
ん
の
医
療

費
な
ど
が
、
公
費
で
支
給
さ
れ
ま
す
。

所
得
税
法
の
扶
養
控
除
が
受
け
ら
れ
ま

す
。

※
里
親
希
望
相
談
会
に
お
越
し
に
な
る

場
合
は
、
事
前
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。

　

ま
た
里
親
制
度
に
関
心
の
あ
る
方
は
、

は
つ
か
り
会
（
埼
玉
県
里
親
会
川
越
支

部
）
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

h
ttp
://w
w
w
.h
atu
k
arik
ai.n
et

川
越
児
童
相
談
所
及
び
は
つ
か
り
会
（
埼
玉
県
里
親
会
川
越

支
部
）
で
は
、
制
度
を
も
っ
と
理
解
し
て
い
た
だ
く
た
め
、

「
里
親
希
望
者
相
談
会
〜
里
親
に
な
り
ま
せ
ん
か
〜
」
を
左

記
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。
ご
都
合
の
よ
い
日
に
気
軽
に
お

で
か
け
く
だ
さ
い
。

「
里
親
希
望
者
相
談
会

〜
里
親
に
な
り
ま
せ
ん
か
〜
」
の
ご
案
内

里　

親 

10
月
は
里
親
制
度
推
進
月
間

〜
新
し
い
家
族
の
形
で
す
〜

　

子
ど
も
が
、
明
る
く
健
や
か
に
成
長
し
て
い
く
た

め
に
は
、
あ
た
た
か
い
家
庭
が
大
切
で
す
。
し
か
し
、

両
親
や
家
庭
の
事
情
（
病
気
・
事
故
・
家
出
・
離
婚
な

ど
）
で
、
ど
う
し
て
も
家
族
と
一
緒
に
生
活
で
き
な
い

子
ど
も
た
ち
も
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
子
ど
も
た
ち
の

養
育
を
、
児
童
福
祉
法
に
基
づ
い
て
、
里
親
と
な
る
こ

と
を
希
望
す
る
方
に
お
願
い
す
る
の
が
「
里
親
制
度
」

で
す
。
多
く
の
皆
さ
ん
に
、
こ
の
制
度
の
意
義
を
ご
理

解
い
た
だ
き
、
里
親
と
し
て
ご
協
力
い
た
だ
く
こ
と
を

お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　

こ
ど
も
家
庭
課
（
内
線
164
）

（ ）広 報 み よ し



保
育
所

入
所
資
格　

　

平
成
15
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
20
年

９
月
30
日
ま
で
に
生
ま
れ
、
町
内
に
居

住
し
、
保
護
者
が
就
労
な
ど
に
よ
り
保

育
で
き
な
い
児
童

必
要
書
類　

　

入
所
申
込
書

　

 

就
労
証
明
書
ま
た
は
保
育
に
欠
け

る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

　

家
庭
調
査
票

※

の
書
類
は
役
場
こ
ど
も
家
庭

課
及
び
各
保
育
所
で
配
布
し
ま
す

受 

付
日
時　

11
月
19
日

・
20
日

、

午
前
９
時
〜
正
午
・
午
後
１
時
30
分

〜
４
時

受
付
場
所　

役
場
３
階
会
議
室

面 

接　

受
付
時
に
面
接
を
行
い
ま
す
の

で
、
お
子
さ
ん
を
お
連
れ
く
だ
さ
い
。

※
町
内
の
私
立
認
可
保
育
所
の
申
込
方

法
も
同
様
で
す
。

学
童
保
育
室

入
室
資
格　

　

町
立
小
学
校
の
１
〜
４
年
生
で
、
保

護
者
の
就
労
な
ど
で
家
庭
が
い
つ
も
留

守
の
児
童
。

必
要
書
類　

　

入
室
申
込
書

　

 

就
労
証
明
書
ま
た
は
保
育
に
欠
け

る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

※

の
書
類
は
役
場
こ
ど
も
家
庭
課

及
び
各
学
童
保
育
室
、
各
保
育
所
で
配

布
し
ま
す
。

受
付
日
時　

▼ 

藤
久
保
学
童
保
育
室
、
竹
間
沢
学
童

保
育
室
の
入
室
申
込
み
↓
11
月
12
日

、
午
後
３
時
〜
６
時

▼ 

北
永
井
学
童
保
育
室
、
（
仮
称
）
上

富
学
童
保
育
室
、
唐
沢
学
童
保
育
室

の
入
室
申
込
み
↓
11
月
13
日

、
午

後
３
時
〜
６
時

受
付
場
所　

藤
久
保
公
民
館
ホ
ー
ル

面 

接　

受
付
時
に
面
接
を
行
い
ま
す
の

で
、
お
子
さ
ん
を
お
連
れ
く
だ
さ
い
。

受 

付
期
間　

申
込
み
一
斉
受
付
日
以
降

は
次
の
日
程
で
、
こ
ど
も
家
庭
課
で

随
時
受
け
付
け
ま
す
。

保
育
所
・
学
童
保
育
室
の

申
込
受
付
期
間

１ 

次
受
付

：

保
育
所
は
平
成
20
年
11
月

21
日

〜
平
成
20
年
12
月
12
日

ま
で

学
童
保
育
室
は
平
成
20
年
11
月
14
日

〜
平
成
20
年
12
月
12
日

ま
で

２ 

次
受
付

：

保
育
所
・
学
童
保
育
室

共
に
平
成
20
年
12
月
15
日

〜
平
成

21
年
２
月
13
日

ま
で

１

対
象

　

町
内
に
住
民
登
録
又
は
外
国
人
登
録
を
有
す
る
人

　

母
子
手
帳
の
交
付
を
受
け
た
人

　

 

10
月
１
日
以
降
の
出
産
で
、
健
康
診
査
受
診
票
（
妊
婦
）
５
回
分
を
除
く

自
費
で
受
診
し
た
分

【 

例
】
母
子
健
康
手
帳
記
載
の
受
診
回
数
が
14
回
、
受
診
票
を
使
用
し
た
健

診
の
回
数
が
５
回
の
場
合
14
回

－

５
回
（
受
診
票
を
使
用
し
た
健
診
の
回

数
）
＝
９
回　

９
回
の
う
ち
２
回
×
５

９
５
０
円
＝
１
１

９
０
０
円
を

助
成
し
ま
す
。

２

助
成
金
の
内
容

　

健
康
診
査
受
診
１
回
に
つ
き
（
５

９
５
０
円
）
×
２
回
分
を
助
成
し
ま
す
。

３

申
請
方
法

　

妊
婦
健
康
診
査
を
受
け
ら
れ
た
人
が
、
出
産
後
（
流
産
・
死
産
含
む
）
３
か

月
以
内
に
保
健
セ
ン
タ
ー
ま
た
は
健
康
福
祉
課
窓
口
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
書
審
査
後
に
、
指
定
の
口
座
に
お
振
込
み
し
ま
す
。

４

申
請
時
に
持
参
す
る
も
の

　

母
子
手
帳
（
健
康
診
査
の
受
診
を
確
認
で
き
る
記
載
の
あ
る
も
の
。
）

　

領
収
書
等
（
母
子
手
帳
で
健
康
診
査
の
受
診
の
確
認
が
で
き
な
い
場
合
。
）

　

印
鑑
（
シ
ャ
チ
ハ
タ
不
可
）

　

妊
婦
本
人
名
義
又
は
保
護
者
の
通
帳
（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
は
除
き
ま
す
。
）

　

妊
婦
健
診
拡
充
に
伴
い
２
回
分
の
助
成
が
開
始

さ
れ
ま
す
。
平
成
20
年
10
月
１
日
か
ら
の
受
診
し

た
健
康
診
査
か
ら
適
用
に
な
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　

保
健
セ
ン
タ
ー

258

１
２
３
６

　

町
で
は
、
平
成

年
度
の
保
育
所
入
所
、
学
童
保
育
室
入
室
の
申
込
み
受
付
け
を
次

の
と
お
り
行
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　

こ
ど
も
家
庭
課
（
内
線
１
６
３
）

平
成
21
年
度 

保
育
所
・
学
童
保
育
室 

入
所
（
室
）
受
付
を
行
い
ま
す

妊
婦
健
康
診
査
助
成
制
度

の
お
知
ら
せ

広 報 み よ し（ ） 


